
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
　　　　　　　　　 　 

　 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

令和７年４月 2５日発行

 
鹿沼市御成橋町 2-2197-1 

TEL　６２－７６１９ 

FAX　６０－１０６９

【家庭ごみの収集】 
　４月２９日（火）、５月５日（月）、 
５月６日（火）は祝日（休日）ですが、 
通常通りステーション収集を行いますの 
で、朝８時３０分までに出してください。 
【家庭ごみの持ち込み（受け入れ）・し尿収集】 
4/29（火）5/5（月）5/6（火）はお休みとなります。 

資源循環課資源循環推進係 ☎（６４）３２４１

♦退任された自治会長の皆様♦ （順不同） 

玉田町 鈴木 敏彦様、富岡　高村 茂様、 

武子ニュータウン 星野 晃一様、 

下武子城山 徳原 直文様、古賀志町 吉田 栄様、 

高谷 小林 忠雄様、仁神堂町 阿部 康雄様、 

栃窪 福島 秀雄様、千渡 人見 功様、 

多大なるご尽力、誠にありがとうございました。 

 

 

　新年度の各自治会長が決まりましたのでお知

らせします。今年度も引続き、地域の皆様のご協

力をよろしくお願いします。　　　　　　　　  

今年度も一年間交通ルールを守り、事故ゼロを目指し

ましょう！

〇印は新任会長

 自治会名 会長氏名 自治協役職

 玉　田　町 〇 黒川　亨

 見　　野 伊藤　秀雄 会　計

 下　遠　部 渡邉　豊

 富　　岡 〇 三品　一男 監　事

 武　　子 産形　剛 副会長

 武子ニュータウン 〇 落合　智

 下 武 子 町 秋澤　克男 会　長

 下武子城山 〇 杉山　禎

 古 賀 志 町 〇 福田　誠

 高　　谷 〇 近藤由香里

 仁 神 堂 町 〇 加藤美智子

 栃　　窪 〇 安田　紀子

 千　　渡 〇 福田　和也 監　事
前年度末をもって消防団第２分団を退団された

以下の方々に、記念品が贈られました。 
第２部団員　森　友照さん　湯澤　一博さん 

野中　俊実さん 

第３部団員　太田　泰仁さん　安生　貴大さん 

第４部団員　横瀬　翔太さん　田島　翔歩さん 

　　　　 大塚　竜治さん　 
長年にわたり、地域住民の生命と財産を守る活動を

担ってくださり、深く感謝いたします。

交通安全協会菊沢支部（大貫 光男 支部長）では、

小中学校終業式の 3 月 2４日（月）朝、始業式４月

８日（火）朝、地区内の主要交差点にて 

街頭広報活動を行いました。 

（４月 11 日の「薄暮時」は雷雨のため中止） 

 

菊沢地区推計人口 
（令和７年４月１日） 

男　６,６７９人 
女　６,６９３人 

合計　１３,３７２人 
世帯数　５,１８２

 

令和７年度 

【第 1 号】

（敬称略）

　５月２１日（水）はメンテナンス作業のため、全国

のコンビニで証明書の交付サービスが 
運用停止となります。コンビニ交付対象 
の証明書は市役所およびコミュニティ 
センターで取得可能です。ご迷惑をおかけ 
しますが、ご理解とご協力をお願いします。 

期 間　令和７年５月２１日（水） 終日 

市民課市民サービス係 ☎（６３）２１２１



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　こころの病気や認知症などについて、ご本人・ご家

族等の相談に応じます。【完全予約制】 

と　き　原則毎月第４木曜日１３：３０～１５：００ 
　　　　（３月は第３木曜日実施予定） 
ところ　県西健康福祉センター 上都賀庁舎２階 
　　　　　（鹿沼市今宮町１６６４－１） 
対　象　気分の落ち込み・不眠・飲酒の問題等でお悩　

みの方。なお既に精神科の主治医がいる方は

主治医にご相談ください。 
定　員　各月３名まで　　　相談料　無料 
相談員　精神科医・保健師 
※完全予約制のため、事前に電話でご連絡ください。 
　保健師が事前にお話をうかがい、精神科医への相談

の要否を確認させていただきます。 

県西健康福祉センター健康支援課 ☎（６２）６２２４ 
　　

５月は、さつきマラソンのため、休日窓口が下記の
とおり変更となりますのでご注意ください。 

【開 庁 日】 ５月 25 日（日） のみ 

【開庁時間】 午前８時３０分～１２時００分 

●マイナンバーカード手続き・パスポート受け取り・ 
住民異動届出は１１時３０分までとなります 

その他受付可能なお手続きについてはお問い 

合わせください。 

市民課 ☎（６３）２１２１

 

（令和７年６月２日納期限）

軽自動車税 ・・ 定期　　　固定資産税・都市計画税 ・・ １期・全期 

 

 

 

各日 
13：00～15：30

　下記の会場でマイナンバーカード申請を受け付けし

ます。ぜひご利用ください。【写真撮影 無料】 
★乳幼児健診会場 
場　所　市民情報センター１階 
日　時　５月８日（木）、９日（金） 

１３日（火）～１５日（木） 
対　象　鹿沼市民 
持ち物　本人確認書類（運転免許証など） 
　　　　マイナンバーカード申請書（あれば） 
※事前申し込みは不要です。 

市民課マイナンバー係 ☎（６３）２１２９

戦没者の遺族の方へ第十二回特別弔慰金が支給さ

れます。 
●支給の条件● 
戦没者の死亡当時のご遺族であり、令和７年４月１日に

おいて公務扶助料等の年金給付の受給者がいない場合

に限ります。 
●支給について● 
次に記載した遺族のうち、最先順位の１名に支給されます。 
１ 令和７年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護

法による弔慰金の受給権を取得した方 
２ 戦没者等の子 
３ 戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹 
　※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等

の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ

替わります。 
４ 上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族 
　※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関

係を有していた方に限ります。 
支給内容　額面２７万５千円、５年償還の記名国債 
請求期間　令和７年５月１２日から受付開始 
　　　　　令和１０年３月３１日までです。 
請求窓口　本庁地区の方は厚生課、それ以外の地区の方

はお住いの地区のコミュニティセンターで

も受付します。 
※コミュニティセンターでのお手続きには、手続き

書類等の準備に時間がかかるため、来所前にご相

談、ご予約くださるようお願い致します。  

厚生課地域福祉係 ☎（６３）２２５７

毎年５月の第３日曜日は「環境美化の日」 
です。自治会や地域の皆さんと清掃活動など 
の環境美化活動を行いましょう。 
　原則、燃やすごみはボランティア袋 
（緑色）に入れ、団体名などを書いてごみステーショ

ンへ出してください。ごみステーションでは収集でき

ない粗大ごみや多量の燃やすごみは、５月１８日（日）

の午前８時３０分から午前１１時の間に、環境クリー

ンセンターへお持ち込みください。（ポイ捨てごみ等、

ボランティア活動で集めたごみが対象となります。） 

環境課環境保全係　☎（６５）１０６４ 


